
スポーツ大会・文化大会への参加に伴う宿泊

右記施設に通う児
童・学生

幼稚園（幼稚園型認定こども園含む）、小学校、中学校、高等学校、中等教
育学校、特別支援学校、高等専門学校

引率者
・引率を行う関係者
・クラブチーム等の活動にあたり、指導やサポートを行う監督、コーチ等

【課税免除の対象者の例】

・クラブチーム等の選手の引率を行う指導員

・心身の障害等により介助を必要とする選手等の介助をする看護師や保護者

・クラブチーム等選手、監督、コーチ、マネージャー、スコアラー

【課税免除の対象外の例】

・旅行業者の添乗員、カメラマン

・応援のための保護者、審判など

②対象となる大会

①対象者

次の団体が主催する大会

・地方公共団体

・公益財団法人日本スポーツ協会又は当該協会に直接又は間接に加入している団体

・公益財団法人日本中学校体育連盟、九州中学校体育連盟、沖縄県中学校体育連盟又は

県内各地区の中学校体育連盟

・公益法人等又はこれらの法人に直接に加入している人格のない社団等

課税免除

＜イメージ図＞



③必要書類

宿泊日のチェックイン時までに以下の「日本中学校体育連盟等が主催する大会に参加するための宿泊であることの証明書（地域クラブ等用）」

及び「宿泊税課税免除申請に係る大会通知書」を宿泊施設へ提出してください。

スポーツ大会・文化大会への参加に伴う宿泊課税免除


